
はじめに 

 今回は昨年に引き続

き、コロナパンデミックに

おける航空労働者の実

態と課題についてその後

の状況を報告します。 

2019年末のコロナパンデミック発生からあっとい

う間に２年半以上が経過しました。 

 航空労働者にとってパンデミック発生から2年

『コロナ禍』における航空労働者の実態と課題 

～現場労働者の急激なストレス増加についての調査と考察～ 

奥平 隆 

NPO法人航空の安全・いのちと人権を守る会 

副理事長 

で、何が変化したのか、航空機の運航を地上で

支える現場の労働者のストレスを調べてみまし

た。 
 

 [図表１]は、世界中の国際線航空会社がコロナ

パンデミック以降どのように有料旅客距離が低下

し、その後、回復し始めているのかを示したグラ

フです。2020年春には激しく落ち込み、アジア太

平洋地区では、日本の入国規制、中国の出入

国制限もあり、このように伸び方は、他の国

より遅れていますが、現在は急激に拡大し

始めています。（注：ASIA PACIFICは一番

下のライン） 

 [図表２]は、は日本における新型コロナ

による1日あたりの死者数の推移です。こ

のグラフの後、第７波では8月に入って死

者数は３００人を超えるレベルに達してい

ました。 

 2020年に取り組んだ航空労組連絡会

（以下、「航空連」）のアンケートではコロナ

禍に関するコメントがほとんど有りませんで

したが、それは第一波拡大と回収タイミン

グの違いが原因となっています。逆に同じ

年でもグランドハンドリング労働者へのアン

ケートでは回収時期が遅く影響が表れて

いる理由となっています。 

 さて、現在では、運航の再開が急激に進

んでいますが、これまでの経過において航

空労働者は、その時々の状況に合わせた

働き方を強いられ、その中でパンデミック

に見舞われるまで、見えにくかった問題が

表面化しました。 

 

労働組合によるアンケート調査から３年間

の実相を調査 

 その実相について、職場で実施された
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 [図表１] 

 [図表２] 



労働組合によるアンケート、あるいはインタビュー

などをもとに調査分析を進めました。今回の調査

分析範囲は、大手航空会社の航空整備士を中

心とした労働者と、航空機の運航支援を主に空

港内で行っている、グランドハンドリング会社の

労働者です。 

 それぞれに3年間を比較分析してみました。 

 

＜航空整備士＞ 

 最初に航空機整備士を中心とした職場の調査

分析結果から紹介します。 

 14年前(2008年)に、ローコストキャリアのスカイ

マークという会社の航空整備士（53歳）が、労働

災害と考えられる脳疾患で亡くなり、労基署そし

て裁判所で争い、最後まで認められなかった経

験があります。時間外労働時間は大した数値に

ならないのですが、労働の質において大変厳し

い仕事を担っている職場です。 

 さて、航空連が航空整備士の職場に実施した

アンケートには、 自由記述欄があります。その記

述の中で、どのような趣旨のことが書かれている

か。それぞれの記述の中にある、ストレッサーの

要素を７項目に分類し、集計しました。 

 分類の方法は、「仕事への不満や不安」「会社

経営への不満」「労働条件への不満」「賃金減

額」「健康不安」「精神的不安」・「事故安全」・・・

という項目です。その上で、 これらの不安不満

が、コロナパンデミックとどのように関わっている

かも並行して調べてみました。 

 こうして、表計算ソフトに記述を入れ込み、各分

類に関連する単語や文脈を判定します。 

 多い年で、２００件近い記述を、 このような表に

まとめストレスの要素、さらにコロナ感染がどのよ

うな要素で関わっているかを、分類コードとして

分けて集計しました。 

 その結果、集計したストレッサーの分類を示し

たのが、[図表３]（記述部分はサンプル）です。 

 図表４に示されるように、ストレスの中では、「仕

事への不安不満」「会社経営への不満」「労働条

件への不満」が大きな塊になっていて、航空便

の再開拡大と共に「仕事への不安・不満」と「経

済的な要求」が急増しているのが特徴となってい
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ます。ここで、仕事への不安不満の内容は「業務

負荷、新人対応、ベテラン減少、古い機材（老朽

化）など」についてであり、その次の会社経営へ

の不満は、コロナ禍における会社対応に対する

不満が多いいことを示しています。 

 図表５ではコロナ禍に関わる不安の分類で「コ

ロナ感染不安」などが2021年に一気に増加し、

対策がとられるようになった翌年では下がってい

ます。 

 図表６では経済的不満について、コロナ禍3年

目に入って、いよいよ賃金収入の低下への不満

が大きくなっていることを示しています。 

 この後で紹介する、GHの職場のストレスも同じ

ような傾向を示しています。 

 [図表７]は、コロナ禍に関わる記述がどのような

ストレスに関連しているか、集計分類したもので

す。コロナ禍の3年目に入って経済的な不安要

素が急増しているのが特徴です。 

 2020年のコロナ関連記述が無いの

は、（冒 頭、説 明 し ま し た が、）ア ン

ケート回収が、パンデミックの始まる

直前に締め切られてことによりま

す。 

 さて、これらの分析グラフから次の

ことが推察されます。 

 

・コロナパンデミックが世界中に広

がり、航空業界への大きな影響を

経験した後の2021年には、コロナ

感染と職場に与えた大きな変化が

幅の広い範囲の不安として、大きな数値を示

しました。 

・そのあと2022年（上の部分）では、パンデミック

による航空交通需要の落ち込みから「回復」

への期待が生まれつつある中で「感染不安」

の数値は低下し、一方で２年間の賃金収入低

下の影響が大きな（経済的）不安を構成した。 

・また2021年と2022年で対比すると、コロナ禍へ

の対応が手探りであった2021年に比べ、2022

年では「仕方がない」という諦め感が低下し、

「企業倒産」「雇用喪失」への不安も急減して

いると分析できます。 

・いずれの年も仕事（業務）に関するストレスと、
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[図表４] 不安や不満の分類 

 [図表５] コロナ禍に関わる不安の分類 

[図表６] 不安や不満の３年間の推移 

 [図表７] 
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経済的要因の不満が大きな塊になっています。 

 

グランドハンドリング(GH)の職場では・・・ 

 次にグランドハンドリングの職場についてです。

右のイラストは飛行機が出発到着する時に稼働

する様々な機材の配置を示しています。それぞ

れに訓練を受けた労働者がそれらを操作し運航

を支えています。 

 この方たちは、ほとんどが大手航空会社の関

連会社、すなわち子会社の労働者です。従っ

て、ここには親会社との労働条件の格差があり、

労働者は、より厳しい状況に置かれていることを

最初に紹介しておきます。 

 右の写真は飛行機の周りで様々な作業してい

る労働者の姿です。 

 暑い日差しが照りつける真夏でも、極寒の北海

道でも、台風の近づく強風の中でも、雨の中で

も、このような作業が繰り返されています。 

 このグラハンの労働者のこの３年間の関心の変

化を見てみましょう。

ここは、選択式の航

空連アンケート回答

の 分 析 で す（[ 図 表

８]）。それぞれの項目

のどれに関心、不安が

ありますかという質問

への回答です。 

 コロナ禍による影響

が、まだ大きく出てい

なかった2020年2月ま

でのアンケート結果の

特徴は、「労働条件へ

の 不 安」「人 員 不 足」

「健康不安」が突出し

ていた。もともと子会社

ゆえの厳しさがあった

ということです。 

 その後、コロナ感染

急拡大で全体としては業務量が減少し、人員不

足への関心は少し下がって、「足りている」が増

加しています。一方、2021年春の結果は、「デル

タ株」による感染再拡大を受け「雇用不安」、「コ

ロナ感染不安」が急増しました。 

 そして、今年 2022年春

の結果では、雇用不安コ

ロナ感染への不安は下

がったものの、これまで

の労働条件切り下げに

よって、「生活実感」が苦

しいとの訴えがさらに増

加しています。 

 さらに、2022年に国内

線を中心に旅客需要が

回復したことを受け、業

務量が再び増加して「人

員が足りている」の数が

減って不足感が増加に

転じています。 

 同時に、賃金の急減に

よる「経済的不安」（生活

実感が「かなり苦しい」）と

「健康不安」や様々な不

安も相まって、精神的不安に結びついていると

考えられます。 

 一方、「グラハン連」が独自にとった職場アン

ケートの記述では（[図表９]）、 

＊コロナ禍のストレスについては、 5月にアン
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 [図表８] 
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ケ ー ト を 回 収 し た 結 果、

2020年では、ちょうど第一

波の感染拡大を受けて「感

染不安」が最も多く記述さ

れていた。 

また、 

＊感染不安に次いで、コロナ

禍により仕事量が減る事で

の経済的悪化（収入減）と

会社の先行きや雇用への

不 安 が記 述 さ れて い た。

  

 グランドハンドリング労働者

の、不安や不満を形作って

いるストレッサは数多くありま

すが、コロナ禍が広がった結

果、影響を受けたエレメントは、「雇用不安」「経

済不安 」「コロナ感染を含めた健康不安」で、雇

用不安は初期のうちは大きくなり、感染が落ち着

き始めると一気に下がったのが特徴です。 

 2022年現在は、現場の働き盛りの「若手・中堅

クラス」の労働者の退職者増加が問題になって

います。 

 

GHでは退職者の増加に苦慮 

 [図表１０]は、JAL関連のグラハン社のJGS社に

おける2021年までの退職者の推移です。 

退職者の多さが、職場、労使間でも問題になっ

ているので、紹介します。 

 グラハン会社は航空会社の関連会社が（下請

け）が担っていて、賃金面では本体と格差がつ

けられている。 

 そうしたことや、働く上での厳しさ、環境の劣悪さ

が、結果として離職の増加に結びついている、一

方で新人の採用もなかなか思うように進まない。 

 [図表１０]から読み取れることは、 

＊基幹要員に比べ現業部門（現場労働者）の自

己都合退職が多い。若手層を中心とした離職

が起きている。 

＊規模で言うと「自己都合退職」の数が2021年

度には合計８９名とこれまでの最高値を示して

いる。 

＊原因は、明らかに現場の劣悪な労働条件にあ

ります。現場労働者の退職者増加に歯止めが

かからない状況を示している。 

＊一方で十分な経験や「特殊な作業資格」を有

している労働者の流出も増え、現場の熟練度

の低下が「安全」に関する不安や関心に結び

ついている。 

 これらのデータから現状の航空労働者の精神

的な状態を推察してみました。 

 その前に、今回の調査で目にした、一つの率

直な記述を紹介します。 

 

＜アンケートに記述された一例＞ 

「なんだか得体の知れない閉塞感や不安感を

時々感じます。会社だけが理由ではないと思い
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 [図表９] 

 [図表１０] 
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ますが・・・。これまでメンタルなんて、他人

事のように思っていたのですが、この会社

にいてメンタルヘルスを維持するって結

構大変だと感じています」 

 

 「得体の知れない不安感」とアンケートに

書かれた不安とは 、これまでと異なる疲

労によるものではないかと考えています。 

 ここで、疲労の定義について振り返って

みます。 

 日本疲労学会：「疲労とは過度の肉体的

および精神的活動、または疾病によって

生じた独特の不快感と休養の願望を伴う

身体の活動能力の減退状態である」（日

本疲労学会平成 22 年発表） 

と定義されています。 

 こうした「不快感・減退感」が 

＊コロナ禍や戦争で労働環境が激変＝「量と質

の大きな変化」しかも「これまで未経験の変化の

連続」でこれまでに無い過度のストレス 

＊要因として、コロナ対策に起因する「社会の中

での孤立」、これはコロナ感染対策のために、

会話の禁止やマスクの着用などで進んできたと

思います。また「働いている会社の状況の悪

化」なども、 

＊そしてストレス緩和の「サポート（支援）」が進ん

でおらず、ストレス要因の最小化もなかなか進

んでいない状況で。精神的状態の悪化が進行

している。 

・・・・・・こうした要因から、「不快感」や「減退感」

が起きているのではないかと考えます。 

 ポンチ絵に表現してみました（[図表１１）。 

「経済的不安」（低賃金）のストレッサーとは：手取

りが10万円台の新人CAやグラハンの人たちに

当てはまる深刻な問題です。 

「戦争発生による仕事の変化」とは：突然、飛行

ルートが変わることによる運航スケジュールの

変更や出発到着時間の変更、運航中止など

に対応しなければならないことです。 

 

当面の優先課題 

 そこで、最後に、「課題」について、紹介します。 

 求められる課題は、これよりもっと広い範囲で

の課題がありますが、まず、優先して取り組むべ

きものとして、 

①コロナパンデミック以前からあった、低労働条

件の改善・・・手取りで１０数万という賃金の低さ 

②コロナパンデミック以前からあった不合理な労

働契約の改定 ・・・出来高払い部分が大きい

賃金体系 

③コロナパンデミック発生により生じた、賃金を含

む労働条件切り下げからの早期回復と更なる

改善→業績が回復した場合、削減した期間も

含めて戻すことも必要 

④労働者が、働き続ける意欲が持てるような、労

働条件と福利厚生制度の充実（高い技術と経

験ある労働者の流出を食い止めること） 

⑤「精神的な健康状態」を保つことに留意し、労

働者が、（守秘義務が保証される事が前提で）

安心して「不安」について相談し、支援を受けら

れる「相談・支援窓口」を設けることが必要と考

えます。 

 

 今回の発表は、ここまでですが、私たちNPOで

は、航空における「過労」労働災害を予防するた

め、航空現場の労働実態調査・研究を、今後も

継続する予定です。 
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 [図表１１] 
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